
  201７年度関西女子サッカーリーグ要項（１部・２部・３部）  

 

１．目 的       関西女子サッカーの発展と女子サッカーの普及新興と強化に寄与することを目的と

する。 

２．名 称       関西女子サッカーリーグ（Kansai Women's Football League） 

３．主 催       （一社）関西サッカー協会 

４．主 管       関西女子サッカーリーグ運営委員会 

５．協 力       株式会社モルテン（案） 

６．期   日  ２０１７年４月～１０月 

７．会   場  関西地域の公営施設及び準ずる施設 

８．参 加 資 格      

 (1) チ ー ム      ２０１７年度(公財)日本サッカー協会に女子登録している単独チームであること。 

 (2) 選 手      ２０１７年度(公財)日本サッカー協会に登録している女子選手であること。 

 (3)  外国籍選手 ４名まで登録でき、１試合２名まで出場できる。 

(4)  選 手 証      試合会場に登録選手証（写真付）を持参しない選手の出場は認めない。 

（但し、紛失時は府県協会が発行する仮選手証に顔写真を添付することで 

１試合のみ出場可能とする。） 

９．参加チーム数 運営実行委員会が加盟を認めたチーム及びチーム数 

 (1) １部リーグ １０チーム 

 (2) ２部リーグ １０チーム 

 (3) ３部リーグ １１チーム      

10．競 技 方 法      

 (1) 一回戦総当りリーグ戦で試合時間は１部 80 分（前後半各 40分）、２部・３部 70 分 

（前後半各 35 分）ハーフタイムのインターバルはそれぞれ前半終了後１０分とし、 

競技時間内で勝敗が決しない場合は引き分けとする。 

(2) 主審の判断で給水タイム（１分）を前・後半の中間にとることができる。 

11．競 技 規 則      

(1) 2017 年度(公財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。 

(2) ベンチ入りできる人数は最大１２名（交替要員７名、役員５名）とする。 

(3) 大会参加申込をした選手のうち、各試合の登録選手は最大１８名とする。 

(4) 試合開始前までに最大７名の交替要員の氏名を審判に通告しておき、審判の許可を得て 

５名まで交替することができる。 

(5) リーグにおいて警告を２回受けた競技者は自動的に次の１試合は出場停止とする。但し、 

リーグ最終戦において２枚目の警告を受けた競技者は、この罰則は適用されない。 

(6) 当リーグにおいて退場を命じられた競技者は大会を問わず直近の公式戦に出場できず、その後 

の処置に関してはリーグ規律・フェアープレー委員会（委員長・審査委員会）の決定による。 

(7) 負傷した競技者の負傷の程度を確かめるためにピッチ内へ許可される役員の数は２名以内と 

する。 



12．順位の決定 

 (1) ①勝点 ②得失点差 ③総得点 ④相互対戦 の順で順位を決定する。 

 (2) 勝点は「勝：３点」、「引分：１点」、「敗：０点」とする。 

 (3) 試合棄権の場合は、棄権チームの勝点を－３とし、スコアーは５対０とする。 

13. ユニフォーム 2017 年度（公財）日本サッカー協会のユニフォーム規程による。但し、以下の 

項目については当リーグとして規定を定める。 

(1) ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に副として、正と色彩 

（濃淡）が異な判別しやすいユニフォームを参加申込の際に記載し、各試合に必ず携行する 

こと（FP・GK 用共）。 

(2)  シャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るものでなければならない。 

 (3)  選手番号は参加申込の際に登録した選手番号を付けること。ユニフォームのシャツが縞（縦縞 

も横縞も）の場合は、台地（白布地等）（縦 30cm×横 30cm 位）に背番号を付け、判りや 

すくする事。 

(4)  ユニフォームの色彩、選手番号変更は参加申込締切日以降の変更は認めない。 

(5)  ユニフォームへの広告表示については本協会「ユニフォーム規程」に基づき承認された場合の 

みこれを認める。尚、会場によって広告掲出料が発生する場合は、チーム負担とする。 

(6)  ユニフォームに他のチーム（各国代表・プロクラブチーム等）のエンブレム等が付いている 

ものは着用できない。 

14. 試 合 球  モルテン 

15. 組み合わせ  関西女子サッカーリーグ運営委員会において決定する。 

16. 経 費  経費は参加チームの相互負担とし、金額は運営委員会で決定する。 

17. 傷 害  故意による明らかな暴行等の加害行為を除き各チームの責任とする。 

18. 表 彰       リーグ戦終了後、各リーグの１・２・３位チーム。 

19. 入   替  1部リーグ最終順位の下位２チームは２部リーグ最終順位の上位２チームと自動 

入替とする。上位リーグ（なでしこチャレンジリ－グ）から降格が生じた場合は、 

次年度のみ降格したチーム分増枠とし１部リーグを１０チームプラス増枠でリー 

グを行う。 

         ２部リーグ最終順位の最下位チームは３部リーグ最終順位の上位１チームと自動 

入替とする。尚、２部リーグ９位のチームは３部リーグ２位チームと入れ替え戦と 

する。 

20 そ の 他        本要項に明記のない事項については、「2017 年度関西女子サッカーリーグ細則」 

による他、委員長会議において決定する。 

 


